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●はじめに 

〔第一問〕については、住宅用地の特例及び償却資産の範囲・評価方法からの出題であった。 

問１の住宅用地の特例については、解答しづらい問題であったが、部分的に得点できる問題であった。 

問２の償却資産の範囲・評価方法については、一部未出題論点ではあったが、直前期に学習した論点であ

り、また、計算の知識を使用して解答することもできることから、問１と比較すると比較的解答し易い問題

であった。 

〔第二問〕については、区分所有家屋及び特定市街化区域農地からの出題であった。 

問１の区分所有家屋については、基本的な内容であるため、容易に解答することが可能な問題であった。 

問２の特定市街化区域農地については、長く出題のなかった地目の変換等の計算パターンからの出題であ

ったが、容易に解答することが可能な問題であった。 

 

Ｚ－66－Ｋ〔第一問〕解 答 

問１ 

１．住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例 11 

(1) 専ら人の居住の用に供する家屋（専用住宅）又はその一部を人の居住の用に供する家屋（併用住宅）で居

住部分の割合が４分の１以上である家屋の敷地の用に供されている土地で住宅用地に対して課する固定資産

税の課税標準は、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額とする。住宅用

地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税

の課税標準となるべき価格の６分の１の額とする。 

(2) 住宅用地とは、次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれに定める土地とする。 

 ① 別荘部分を有しない専用住宅の敷地の用に供されている土地については、当該土地（当該土地の面積が

当該家屋の床面積の10倍の面積を超える場合には、当該10倍の面積に相当する土地とする。） 

 ② 一部居住用家屋又は別荘部分を有する専用住宅の敷地の用に供されている土地については、次の表に掲

げる家屋及び居住部分の割合の区分に応じ、それぞれの率を当該土地の面積（当該面積が当該家屋の床面

積の10倍の面積を超える場合には、当該10倍の面積とする。）に乗じて得た面積に相当する土地 

家   屋 居住部分の割合 率 

下 記 以 外 

 

１ 

以上  

１ 

未満 0.5 

４ ２ 

 

１ 

以上 1.0 

２ 

地上階数５以上の耐

火 建 築 物 

 

１ 

以上  

１ 

未満 0.5 

４ ２ 

 

１ 

以上  

３ 

未満 0.75 

２ ４ 

 

３ 

以上 1.0 

４ 

 

  ※ 耐火建築物は、主要構造部を耐火構造とした建築物とし、地上階数は、当該建築物の階数から地階の

階数を控除した階数とする。 
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(3) 小規模住宅用地とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める住宅用地とする。 

① 住宅用地でその面積が200㎡以下であるものについては、当該住宅用地 

② 住宅用地でその面積が200㎡を超えるものについては、当該住宅用地の面積を住居（その全部が別荘の用

に供される住居以外の住居）の数で除して得た面積が200㎡以下であるものにあっては当該住宅用地、当該

除して得た面積が200㎡を超えるものにあっては200㎡に当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用

地 

２．特定空家等の取扱い ３ 

空家等対策の推進に関する特別措置法の規定により所有者等に対し勧告がされた特定空家等の敷地の用に

供されている土地は上記１(1)の適用から除く。 

３．同一の者によって所有されていない場合 ６ 

(1) 専用住宅又は併用住宅で居住部分の割合が４分の１以上である家屋の敷地の用に供されている土地でその

一部が住宅用地であるものが同一の者によって所有されていない場合においては、当該土地のうちそれぞれ

の所有者の所有に属する部分の面積を当該土地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該土地に係る上記

１．(2)①又は②に定める土地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもって、当該それぞれの所有者に係

る土地とする。 

(2) 住宅用地でその一部が小規模住宅用地であるものが同一の者によって所有されていない場合においては、

当該住宅用地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該住宅用地の総床面積で除して得た割

合をそれぞれ当該住宅用地に係る小規模住宅用地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもって、当該そ

れぞれの所有者に係る小規模住宅用地とする。 

４．別 荘 ２ 

  別荘とは、日常生活の用に供しない家屋又はその部分（毎月１日以上の居住の用に供するもの以外のもの）

のうち専ら保養の用に供するものとする。 

５．住宅用地の申告 ３ 

市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによって、当該年度に係る賦課期日現

在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存す

る住居の数、その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。 

ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、

かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。 

 

問２ 

１．範 囲 

(1) 意 義 ６ 

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産（鉱業権、漁業権、特許権その

他の無形減価償却資産を除く。）でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所

得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち取得価額が少額である資産又は一括償却資産以外

のもの（これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。）をいう。 

ただし、自動車税の種別割の課税客体である自動車並びに軽自動車税の種別割の課税客体である原動

機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。 
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(2) 遊休・未稼働資産 ２ 

「事業の用に供することができる」とは、現在事業の用に供しているものはもとより、遊休、未稼働の状

態である資産も含まれる趣旨であるが、いわゆる貯蔵品とみられるものは、棚卸資産に該当するので、課税

客体に含まれない。 

２．評価方法 

(1) 評価の基本 ２ 

 償却資産の評価は、前年中に取得された償却資産にあっては当該償却資産の取得価額を、前年前に取得

された償却資産にあっては当該償却資産の前年度の評価額を基準とし当該償却資産の耐用年数に応ずる減

価を考慮してその価額を求める方法によるものとする。 

(2) 前年中に取得された償却資産の評価 ２ 

 前年中に取得された償却資産の評価は、当該償却資産の取得価額から当該償却資産の取得価額にｒ／

２を乗じて得た額を控除してその価額を求める方法によるものとする。 

 この場合においてｒは、当該償却資産の耐用年数に応ずる減価率とする。 

(3) 前年前に取得された償却資産の評価 ２ 

 前年前に取得された償却資産の評価は、当該償却資産の前年度の評価額から当該償却資産の評価額にｒを

乗じて得た額を控除してその価額を求める方法によるものとする。 

(4) 前年前に取得された償却資産で新たに課税されることとなるものの評価 １ 

 前年前に取得された償却資産で当該年度において新たに課税されることとなるものの評価は、(2)及び(3)

に準じて行う。 

(5) 取得価額 ２ 

 償却資産の取得価額とは、償却資産を取得するためにその取得時において通常支出すべき金額（当該償却

資産の引取運賃、荷役費等の付帯費の額を含む。）をいうものとし、原則として、他から購入した償却資産

にあってはその購入の代価に、自己の建設、製作、製造等に係る償却資産にあってはその建設、製作、製造

等のための原材料費、労務費及び経費の額に当該償却資産の付帯費の額を含めた金額によるものとする。 

(6) 耐用年数 １ 

 償却資産の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に掲げる耐用年数によるものとする。 

(7) 評価額の最低限度 ２ 

 償却資産の評価額の最低限度は、償却資産の取得価額又は改良費の価額の100分の５に相当する額とする。 

(8) 評価額の補正 １ 

  償却資産について当該償却資産が災害その他の事故により著しく損傷したことその他これに類する特別の

事由があり、かつ、その価額が著しく低下した場合においては、当該償却資産の評価額は、当該償却資産の

価額の低下の程度に応じ、(2)又は(3)によって求めた当該償却資産の価額を減額して求める。 

(9) 物価の変動に伴う取得価額の補正 １ 

  償却資産の取得の時期と当該年度の賦課期日との間において償却資産の取得価額について著しい変動があ

ると認められる場合においては、当該償却資産の当該年度の前年度の評価額は、当該評価額の基礎となって

いる取得価額を卸売物価指数等を基準として総務大臣が定める補正率によって補正した額を基準とし、当該

償却資産の耐用年数に応ずる減価を行って求めた額による。 

(10) 改良費 ３ 

償却資産の改良のため支出した金額（以下「改良費の価額」という。）がある場合において、当該改良を

加えられたことにより増価した部分の評価は、当該改良を加えられた償却資産の取得価額又は前年度の評価

額と区分して、当該改良費の価額を基礎とし、当該改良を加えられた償却資産の耐用年数に応ずる減価率表

に掲げる耐用年数に応ずる減価率により評価を行う。 
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▶
予想配点

◀
 

解答中に記載してあります。 

 

▶
合格ライン

◀
 

問１については、部分的に解答できれば十分であると考えられる。 

問２については、理論及び計算両方の知識から解答することが可能であり、高得点が必要であろう。 

結果、〔第一問〕のボーダーラインは28点前後、合格確実ラインは30点以上と考えられる。 

 

▶
解答への道

◀ 

問１ 

与えられた用語から地方税法第349条の３の２を中心として、地方税法施行令及び地方税法施行規則の内容も含

めて説明する。 

また、用語が与えられていることから、別荘の定義、住宅用地の申告についても説明する。 

問２ 

 範囲については、与えられている用語から「意義」及び「遊休・未稼働資産」について説明する。 

 また、評価方法については、用語を使用する部分が解答の中心となるが、解答用紙の枚数を考慮し、固定資産

評価基準に定められている内容全般について説明する。 
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Ｚ－66－Ｋ〔第二問〕解 答 

問１ 各区分所有者の平成28年度分の固定資産税額 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

 854,700円４  409,300円４  710,700円４  1,032,600円４  685,700円４  630,000円４ 

 

計算過程 

Ⅰ 土 地 

１．課税標準額 

(1) 住宅用地の判定 

① 一部居住用家屋 

② 居住部分の割合 

 

498.75㎡＋200㎡×      

                ＝       (0.62)≧    

 

※ Ａ・Ｂの専有部分の床面積 

 

 

     Ａ           150㎡＋50㎡×     ＝187.5㎡ 

 

                      

      

     Ｂ（居住用・事務所用）  25㎡＋50㎡×     ＝ 31.25㎡ 

 

 

∴ 住宅用地の特例がある。 

(2) 住宅用地の面積 

① 1,000㎡×10≧1,400㎡  ∴ 1,400㎡ 

 

②   ≦0.62＜        ∴ 0.75 

  

③ ①×②＝1,050㎡ 

(3) 小規模住宅用地の面積 

① 1,050㎡＞200㎡ 

 

②      ＞200㎡     

 

     ③ 200㎡×５＝1,000㎡ 

(4) 各用途 

① 小規模住宅用地 1,000㎡ 

② 一般住宅用地  1,050㎡－1,000㎡＝50㎡ 

③ 非住宅用地   1,400㎡－1,050㎡＝350㎡ 

(5) 小規模住宅用地 １ 

① 本来の税額 

168,000,000円×      ×   ＝20,000,000円 

 498.75㎡ 

   800㎡ 

１ 

２ 

３ 

４ 

1,050㎡ 

５ 

623.4375㎡ 

1,000㎡ 

１ 

４ 
1,000㎡ 

１ 

６ 

1,000㎡ 

1,400㎡ 

150㎡ 

200㎡ 

 25㎡ 

200㎡ 
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20,000,000円×   ＝280,000円 

②  宅地等調整固定資産税額 

    (ｲ) 原  則 

㋑  比準課税標準額 

 

168,000,000円×      ×                ＝15,000,000円 

                        120,000,000円× 

 

             ㋺  15,000,000円＋20,000,000円×    ＝16,000,000円 

 

 

16,000,000円×    ＝224,000円＜280,000円    ∴  下限の判定 

     (ﾛ) 下  限 

         20,000,000円×     ＝4,000,000円 

         4,000,000円×       ＝56,000円 

 

(ﾊ) 56,000円≦224,000円  ∴ 16,000,000円 

(6) 一般住宅用地 １ 

① 本来の税額 

168,000,000円×      ×   ＝2,000,000円 

2,000,000円×   ＝28,000円 

②  宅地等調整固定資産税額 

    (ｲ) 原  則 

㋑  比準課税標準額 

 

168,000,000円×      ×                ＝900,000円 

                        120,000,000円× 

 

             ㋺  900,000円＋2,000,000円×    ＝1,000,000円 

 

 

1,000,000円×    ＝14,000円＜28,000円    ∴  下限の判定 

 

          

1,000㎡ 

1,400㎡ 

 9,000,000円 

 

1.4 

100 

1.4 

100 

５ 

100 

２ 

10 

1.4 

100 

 600㎡ 

1,000㎡ 

１ 

３ 

  50㎡ 

1,400㎡ 

1.4 

100 

   50㎡ 

1,400㎡ 

 3,600,000円 

 

1.4 

100 

 200㎡ 

1,000㎡ 

５ 

100 



  

  

＜ＴＡＣ＞税16   この解答速報の著作権はＴＡＣ(株)のものであり、無断転載・転用を禁じます。 

－ 7 －

 (ﾛ) 下  限 

         2,000,000円×     ＝400,000円 

         400,000円×       ＝5,600円 

 

(ﾊ) 5,600円≦14,000円  ∴ 1,000,000円 

(7) 非住宅用地 １ 

① 負担水準及び判定 

(ｲ) 比準課税標準額 

 

168,000,000円×      ×                ＝31,500,000円 

                 120,000,000円× 

 

(ﾛ)                 ＝0.75＞0.7 

168,000,000円×             ∴ 商業地等調整固定資産税額 

（＝42,000,000円） 

② 商業地等調整固定資産税額 

 

42,000,000円×    ＝29,400,000円  

             

 (8) 16,000,000円＋1,000,000円＋29,400,000円＝46,400,000円≧300,000円 

２．按分税額 

(1) 税額按分の判定 

① 当該土地は区分所有者全員によって共有されている。 

② 土地の持分割合は、共用部分の持分割合と一致している。 

∴ 税額の按分を行う。 

(2) 全体税額 

 

46,400,000円×    ＝649,600円 

 

(3) 按分税額  

① 居住用専有部分 ２ 

(ｲ) 判  定 

 

Ａ  1,400㎡×      ＝328.125㎡＞200㎡ 

 

    1,400㎡×       ＝872.8125㎡≦1,000㎡ 

 

 

 350㎡ 

1,400㎡ 

31,500,000円 

７ 

10 

２ 

10 

1.4 

100 

  350㎡ 

1,400㎡ 

 18,000,000円 

  200㎡ 

1,000㎡ 

1.4 

100 

 187.5㎡ 

  800㎡ 

498.75㎡ 

 800㎡ 
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(ﾛ) 補正率 

 

       ×              ＝    

 

(ﾊ) 按分税額 

 

Ａ                           ＝73,500円 

 

Ｄ（居住用）  649,600円×        ×   ＝11,760円 

                               

 

         Ｆ                        ＝58,800円 

 

② 居住用専有部分以外 ２ 

(ｲ) 補正率 

                              ＊１   ＊２ 

                               ＝    

649,600円×                   

 

 

   ＊１ Ｂ（居住用）                    ＝12,250円 

             649,600円×        ×    

   ＊２ Ｅ１                        ＝39,200円 

 

(ﾛ) 按分税額 

 

Ｃ                                  ＝150,735円 

                                 649,600円×         × 

Ｄ（事務所用）                          ＝180,882円 

             

    ③ 併用専有部分 ２ 

     (ｲ) 補正率 

 

        Ｂ     ×    ＋     ×     ＝     

 

 

 

        Ｅ     ×    ＋     ×     ＝     

 

          

       

649,600円－（73,500円＋11,760円＋58,800円＋12,250円＋39,200円）
12,974 

 6,989 31.25㎡＋100㎡＋120㎡＋50㎡ 

800㎡ 

14 

29 

187.5㎡ 

800㎡ 

14 

29 

 30㎡ 

800㎡ 

150㎡ 

800㎡ 

100㎡ 

800㎡ 

120㎡ 

800㎡ 

12,974 

 6,989 

31.25㎡ 

 800㎡ 

 100㎡ 

 800㎡ 

14 

29 

14 

29 

31.25㎡ 

62.5㎡ 

12,974 

6,989 

8,174 

6,989 

14 

29 

12,974 

6,989 

6,574 

6,989 

100㎡ 

150㎡ 

 50㎡ 

150㎡ 

1 

46,400,000円 

16,000,000円×1,400㎡ 

1,000㎡ 

31.25㎡ 

62.5㎡ 
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(ﾛ) 按分税額 

 

 

        Ｂ              ×      ＝ 59,354円 

 

          649,600円×         

 

        Ｅ              ×      ＝114,567円 

 

Ⅱ 家 屋 

１．課税標準額 

320,000,000円≧200,000円 

２．全体税額 

 

320,000,000円×    ＝4,480,000円 

 

３．按分税額 ２ 

 

Ａ                       ＝1,050,000円 

 

Ｂ                      ＝ 350,000円 

 

 

         Ｃ                      ＝  560,000円 

            4,480,000円× 

     Ｄ（居住用）                ＝ 168,000円 

 

     Ｄ（事務所用）               ＝ 672,000円 

 

     Ｅ・Ｆ                   ＝ 840,000円 

 

４．新築住宅の減額 ５ 

(1) 要件の判定 

① 新築時期 

昭和39年１月２日～平成27年～平成30年３月31日     ∴ 適 

187.5㎡ 

800㎡ 

1.4 

100 

62.5㎡ 

62.5㎡ 

800㎡ 

150㎡ 

800㎡ 

8,174 

6,989 

6,574 

6,989 

62.5㎡ 

800㎡ 

100㎡ 

800㎡ 

 30㎡ 

800㎡ 

120㎡ 

800㎡ 

150㎡ 

800㎡ 
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② 居住部分の割合 

 

 

Ａ                             ≧    

187.5㎡＋200㎡×     (234.375㎡) 

 

 

                   31.25㎡＋200㎡×      (39.0625㎡)  

Ｂ                             ≧    

62.5㎡＋200㎡×      (78.125㎡) 

 

Ｄ（居住用）                     ≧    

30㎡＋200㎡×     (37.5㎡) 

 

 

Ｅ                          ≧    

150㎡＋200㎡×     (187.5㎡) 

 

         187.5㎡ 

Ｆ           ≧    

         187.5㎡ 

∴ Ａ・Ｂ・Ｄ（居住用）・Ｅ・Ｆが適 

③ 床面積 

Ⓐ      50㎡≦234.375㎡≦280㎡ 

Ｂ      50㎡＞39.0625㎡ 

Ｄ（居住用） 50㎡＞37.5㎡ 

Ⓔ      50㎡≦125㎡≦280㎡ 

Ⓕ      50㎡≦187.5㎡≦280㎡ 

∴ Ａ・Ｅ・Ｆが適 

∴ Ａ・Ｅ・Ｆについて減額の適用がある。 

(2) 減額すべき額  

 

Ａ 1,050,000円×        ×    ＝268,800円 

 

*  234.375㎡＞120㎡  ∴  120㎡ 

               * 

 

Ｅ 840,000円×      ×    ＝268,800円 

         

*  Ｅ 125㎡＞120㎡  ∴ 120㎡ 

               * 

 

Ｆ 840,000円×      ×    ＝268,800円 

         

*  Ｆ 187.5㎡＞120㎡ ∴ 120㎡ 

 

234.375㎡ 

187.5㎡ 

 800㎡ 

 37.5㎡ 

 30㎡ 

800㎡ 

100㎡＋200㎡×         (125㎡) 

    120㎡ 

234.375㎡ 

１ 

２ 

* 

１ 

２ 

  120㎡ 

187.5㎡ 

１ 

２ 

１ 

２ 

１ 

２ 

１ 

２ 

 62.5㎡ 

 800㎡ 

100㎡ 

 800㎡ 

１ 

２ 

  31.25㎡ 

  800㎡ 

150㎡ 

 800㎡ 

  120㎡ 

187.5㎡ 

１ 

２ 
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Ⅲ 固定資産税額（百円未満切捨）  

   Ａ 73,500円＋1,050,000円－268,800円＝854,700円 

   Ｂ 59,354円＋350,000円＝409,354円→409,300円 

 Ｃ 150,735円＋560,000円＝710,735円→710,700円 

 Ｄ 11,760円＋180,882円＋168,000円＋672,000円＝1,032,642円→1,032,600円 

 Ｅ 114,567円＋840,000円－268,800円＝685,767円→685,700円 

 Ｆ 58,800円＋840,000円－268,800円＝630,000円 

  

問２ 平成28年度分の固定資産税額 

21,000円 ５  

 

計算過程 

Ⅰ  課税方法の判定 

１．三大都市圏の特定市に所在 

２．地目の変換により市街化区域農地となったため、類似土地の課税方法による。 

３．類似土地 

市街化区域設定年度（平成27年度） 

∴ 類似土地は、市街化区域設定年度から課税の適正化措置を受けるものである。よって、当該土地も同 

様とみなす。 

Ⅱ  課税標準額 ５ 

１．本来の税額 

    11,250,000円×    ＝3,750,000円 

3,750,000円×0.4＝1,500,000円 

1,500,000円×    ＝21,000円 

２．市街化区域農地調整固定資産税額 

   (1) 原 則 

①  比準課税標準額 

(ｲ) 類似土地の平成27年度課税標準額 

㋑  仮定本則税額 

        21,600,000円×   ＝7,200,000円 

7,200,000×   ＝100,800円 

      ㋺  仮定調整税額 

        ⒜ 原 則 

         5,400,000円＋7,200,000円×   ＝5,760,000円 

１ 

３ 

1.4 

100 

１ 

３ 

1.4 

100 

５ 

100 
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5,760,000円×   ＝80,640円＜100,800円  ∴ 下限の判定 

⒝ 下 限 

         7,200,000円×   ＝1,440,000円 

  

         1,440,000円×   ＝20,160円 

⒞  20,160円≦80,640円   ∴ 5,760,000円 

  

(ﾛ) 11,250,000円×        ＝3,256,281円 

     ②  3,256,281円＋3,750,000円×       ＝3,443,781円 

      3,443,781円×    ＝48,212円≧21,000円  1,500,000円≧300,000円（千円未満切捨） 

Ⅲ  固定資産税額 

   1,500,000円×    ＝21,000円 (百円未満切捨) 

 

▶
予想配点

◀
 

予想配点は解答中に記載してあります。 

 

▶
合格ライン

◀
 

問１、問２ともに最終値まで合わせることが容易な問題であるため、ほぼ満点が必要であろう。 

 

▶
解答への道

◀ 

問１ 

 (1) 一部共用部分 

   共用部分Ｎについては、一部共用部分であるため、その床面積（50㎡）については、専有部分Ａ

．

及びＢ

．

の

床面積に配分する。 

 (2) 個別登記 

   Ｄの部分は、個別に登記されているため、それぞれを専有部分として計算する。したがって、Ｄ（居住用）

は居住用専有部分として、Ｄ（事務所用）は居住用専有部分以外として補正を行うことになる。 

 (3) 独立区画 

   Ｅの部分は、独立的に区画されているのみであるため、一の専有部分として計算する。したがって、Ｅは

併用専有部分として補正を行うことになる。 

  

1.4 

100 

２ 

10 

1.4 

100 

 5,760,000 円 

19,900,000 円 

５ 

100 

1.4 

100 

1.4 

100 
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(4) 新築住宅の減額 

   本問での家屋の建築は平成27年であり、中高層（地上階数３以上）耐火建築物に該当するため、５年度分

の固定資産税について、新築住宅の減額の適用が認められる。床面積要件の判定の結果、Ｂ・Ｄ（居住用）

については、下限未満であることから減額の適用はない。 

   なお、共用部分按分後の各専有部分の床面積に１㎡未満の面積が生じることになるが、本問では割り切れ

るため、模範解答では１㎡未満の端数については一切切捨てをせずに取扱っている。 

問２ 

(1) 計算構造 

当該土地は平成27年３月の地目の変換により特定市街化区域農地となっているため、類似土地の課税方法

を準用する。 

(2) 本来の税額 

類似土地は平成28年度の計算上、軽減率0.4が適用されるため、当該土地についても軽減率0.4を適用して

本来の税額を計算する。 

(3) 負担調整措置 

当該土地の平成28年度の地目と平成27年度の地目が異なるため、負担調整措置の適用の際、比準課税標準 

  額を用いるが、類似土地は平成27年度において、軽減率の適用を受け、本則課税が実現していることから、 

平成27年度課税標準額の仮定計算を行うことになる。 

 

●おわりに 

合格するためには、計算でほぼ満点が必要であろう。理論については、30点以上が合格確実ラインと考えら

れる。 

したがって、理論と計算の合計で、80点以上が合格確実ライン、76点～79点がボーダーラインと予想される。 

 



夏の就職イベント
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入会金
￥10,000免除券

「勉強時間をどう捻出しよう…」「税法科目の選択に迷っている…」など、これから税理士試験にチャレ
ンジしようと考えている方もすでに学習を始めている方もそれぞれに不安を抱えていると思います。そ
んなみなさんのご相談を経験豊富なTAC講師・ライセンスアドバイザーがお電話にて承ります。独学の
方や他の専門学校で学習中の方も、お気軽にご利用ください。
各校舎の電話学習相談の担当講師につきましては、TAC税理士講座ホームページにて公表します。

電話学習相談

▲

講師による電話学習相談！

▲

ライセンスアドバイザーによる これから始める「税理士」相談ダイヤル

関東地区
下記の日程で実施いたします。会計科目と税法科目で電話番号が
異なりますので、ご注意ください。

8/20土～ 9/4日
〈会計科目〉 ☎03-5276-4021

〈税法科目〉 ☎03-5276-4023

平日 18：00～ 20：00
土日 14：00～ 16：00

参加無料

予約不要

税理士受験を検討されている方に、ＴＡＣの各コースやフォロー制度
などをご案内させていただきます。お気軽にお電話ください。

7®0120-509-770
ご利用の方に特典進呈！

平日 9：30～ 19：00
土日祝 9：30～ 18：00
※お盆期間中は短縮営業となります。

就職イベント
詳細は右記で
確認 !

1 簿記・税理士受験生のための
就職ガイド 2016 summer 3 LINEで就職イベント情報ゲット!

ID検索：@tacpro2 TACプロフェッションバンクHP
http：//tacnavi.com/

関東地区以外
P.2（右下）個別学習相談会の実施日の実施時間帯に、下記の番号までお電話ください。

札幌校 ☎011-242-4497　仙台校 ☎022-266-7222
名古屋校 ☎052-586-5229　京都校 ☎075-351-2038
梅田校 ☎06-6377-4168　なんば校 ☎06-6211-1426
神戸校 ☎078-241-5082　広島校 ☎082-224-3355
福岡校 ☎092-724-6162

学習中の方は
こちら!

初学者の方は
こちら!

東京 名古屋 大阪

2016年8/14日
TAC広島校
  13：00～15：30

受付開始12：30/受付締切15：00

広島

〈無料セミナー〉
会計事務所

就職対策セミナー

2016年8/11木㊗
TAC名古屋校
18：30～ 20：00

2016年8/11木㊗
TAC梅田校

13：00～ 14：30

2016年8/11木㊗
TAC新宿校／水道橋校

15：00～16：30

〈無料就職イベント〉
簿記・税理士
受験生のための
就職説明会

2016年8/12金
TAC名古屋校
18：00～20：30

受付開始17：30/受付締切20：00

2016年8/12金
ベルサール東京日本橋B2

  13：00～16：00
受付開始12：30/受付締切15：30

2016年8/13土
梅田センタービルB1
梅田クリスタルホール

  13：30～16：00
受付開始13：00/受付締切15：30

同日実施〈無料セミナー〉

 「会計事務所まるわかりセミナー」＋ランチセッション
〔会場〕ベルサール東京日本橋 5F
8/12金10：00～ 12：50（入場11：00まで）

自分に合った
法人・事務所を
見つける

参加者アンケートに回答すると
TPB特製Quoカードプレゼント!

チャンス！

9/16㊎まで http://www.tac-school.
co.jp/soudan02.htmlにて利
用方法をご確認ください。

メールでの相談もOK!

※�多くの方にご利用いただくために、1回のご相談は20分を目安と
させていただきます。

※機種によっては読み取れない場合がございます。


